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４.宅配便を利用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．宅配便を利用する場合 
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４. 宅配便を利用する場合 

宅配便を利用した場合の提出書類一覧          ☆ 該当のある場合のみ添付。

 見積書（※１） ２社未満の 確認書資料 引越業者に依頼するよりも安価であることが確認できる書類 領収書等 転居費精算金額確認書 引越業者 宅配便 有料道路通行料 ガソリン代 レンタカー代 諸資材費 1 社目 ２社目 メタサーチの結果等、及び申立書 メタサーチの結果、又は引越業者の見積書等 領収書及び宅配便伝票 領収書 領収書 領収書 及び 料金内訳書 領収書 宅配便 − − − ○ − ○ − − − ○ ☆  ○ 



学校に提出してください
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◆基本額確認作業［メタサーチサイト引越侍の場合］①  
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◆基本額確認作業［メタサーチサイト引越侍の場合］② 

 

２社見積となるもの 
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＋ 引越業者費用 支給可 宅配便費用 支給不可 
引越業者費用 支給可 

◆引越業者とそれ以外の併用禁止 

 

［留意点］ 
①引越業者費用 ＋ 宅配便費用  

→→→→    宅配便費用支給不可 

（引越業者費用と併用支給不可） 

 

  

 

 

②引越業者費用 ＋ 自家用車又はレンタカー費用 

→→→→    自家用車又はレンタカー費用支給不可 

（引越業者費用との併用支給不可）  

  

 

※原則上記のとおりですが、宅配便等を別途利用することが社会通念上やむを得ないと考えられ、 

全体として最も安価といえる（「全てを引越業者で対応した場合の見積」と「一部自身で移転した 

場合の見積＋宅配便等の実費」とで比較が必要）のであれば支給対象として差し支えありません。 

前述の全体として最も安価といえる条件を満たし、例外的に宅配便等を併用して支給する場合は、 

条件である比較に必要な各金額がわかる書類及び申立書を提出願います。 

自家用車又は レンタカー費用 支給不可 
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       際    
         

     

 

 
 

４.宅配便を利用 対象外経費 
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◆転居費精算金額確認書について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載例】宅配便利用の場合 
※引越業者以外（宅配便、レンタカー、自家用車等）を利用した場合、「a.引越業者利用に係る支払額・見積額」は入力不要 
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５．レンタカー、自家用車等を利用する場合 

 

 

 

 

 

５．レンタカー、自家用車等を 

利用する場合  
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５．レンタカー、自家用車等を利用する場合      

レンタカー、自家用車等を利用した場合の提出書類一覧             ☆   該当のある場合のみ添付。 

 見積書（※１） ２社未満の 確認書資料 引越業者に依頼するよりも安価で あることが確認できる書類 
領収書等 転居費精算金額確 認書  宅配便 有料道路通行料 ガ ソ リ ン代 レ ン タ カ ー代 諸資材費 1 社目 ２社目 メタサーチの結果等、及び申立書 メタサーチの結果、又は引越業者の見積書等 引越業者 領収書 及び 宅配便伝票 領収書 領収書 領収書 及び 料金内訳書 領収書 レンタカー 自家用車等 − − − ○ − − ○  ☆ ○ ○  ☆ ○ ☆ ○ 
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５．レンタカー、自家用車等を利用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※メタサーサイトによる検索は、P14 の対象外経費を除いて行ってください。 



 

30 

 

 

◆基本額確認作業[メタサーチサイト引越侍の場合① 
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◆基本額確認作業[メタサーチサイト引越侍の場合② 

２社見積となるもの 
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①  

転居が必要

なことが 分

かったら 

①レンタカーを利用する場合の主な注意事項 【支給対象】 ⇒ レンタカーを店舗で借用してから店舗に返却するまでの経費（レンタカー代、ガソリン代、有料道路通行料）が 対象経費です。ただし、対象外経費は除きます。 また、引越業者に依頼するより安価である必要があります。 ＜対象経費＞ ・レンタカーの基本料金 ・深夜貸出手数料 ・チャイルドシート ・４WD、タイヤチェーン、スタッドレスタイヤ（凍結・積雪時（可能性含）に限る） ・乗り捨て料金（ただし、乗り捨てた方が安価となる場合に限る。） ・最も安価な経路を利用した場合のガソリン代、有料道路通行料 ・段ボール等の資材代（送料は除く） ※購入時のレシート（内訳がわかるもの）を保管してください。 ＜対象外経費＞ ・オプションとなる補償・保険の追加費用 ※NAS料金、NOCサポート料金、CDW、ECO、標準コースと安心コースの差額、免責補償料等 ・満タン返しをしない場合のガソリン代全額。 ※ガソリンは、返却するレンタカー営業所近隣のガソリンスタンドで給油し、満タン返しをしてください。 ・車種指定追加料金 ・ＥＴＣカード  ・ペット同乗料金 ・スキーキャリア ・私事利用がある場合、私事利用分の経費（日常の買い物・レジャー等） ※資材購入のためのガソリン代等も対象外経費になります。 ※原則としてレンタカー料金は引越利用と私事利用の利用時間で按分し、ガソリン代は距離で按分します。 ・Ｐ３７の対象外経費に該当するもの 【その他注意事項】 ・２社見積を行う必要はありませんが、引越の規模に応じた利用をしてください。 ・借入期間・車種・オプション料金のわかる資料を取得して下さい（レンタカー料金内訳書）。 ※予約画面のコピー、予約確認メール等を保管してください。 ・親族等が借りた・利用した場合は、対象経費が異なります（Ｐ３４の③を参照）。 

５．レンタカー、自家用車等を利用する場合 
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５．レンタカー、自家用車等を利用する場合 
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５．レンタカー、自家用車等を利用する場合 

① 

転居が必要

なことが分

かったら 

 



学校に提出してください。
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＋ 引越業者費用 支給可 宅配便費用 支給不可 
［留意点］ 

①引越業者費用 ＋ 宅配便費用  
→ 宅配便費用支給不可 
（引越業者費用と併用支給不可） 

 
  

②引越業者費用 ＋ 自家用車又はレンタカー費用 

→ 自家用車又はレンタカー費用支給不可 
（引越業者費用との併用支給不可）  
   

 

※原則上記のとおりですが、宅配便等を別途利用することが社会通念上やむを得ないと考えられ、 
全体として最も安価といえる（「全てを引越業者で対応した場合の見積」と「一部自身で移転した 
場合の見積＋宅配便等の実費」とで比較が必要）のであれば支給対象として差し支えありません。 
前述の全体として最も安価といえる条件を満たし、例外的に宅配便等を併用して支給する場合は、 
条件である比較に必要な各金額がわかる書類及び申立書を提出願います。

自家用車又は レンタカー費用 支給不可 

◆引越業者とそれ以外の併用禁止 
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①レンタカーのオプションとなる補償・保険の追加費用、車種指定料金等（Ｐ３８参照） 

②自家用車利用で、新居所で引越が完了してから旧居所等に移動する場合の経費。 

③ガソリン代、有料道路通行料で、最も安価な経路以外を利用した場合、その差額 

④私事利用がある場合、私事利用分の経費 

⑤自家用車・オートバイ・自転車等を運搬等する際の追加費用 

⑥個人的趣味のものを運搬等する際の費用（ピアノ、美術品・骨董品、ペットなど） 

⑦実家や親戚宅等、旧居所以外からの移転経費及び新居所以外への移転経費（一時的な移転経費含む） 

⑧不要品・粗大ごみの処分費用、家電リサイクル費用 

⑨宿舎等修繕費（ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む） 

⑩荷物を一時保管する場合の追加費用 

⑪家具、家電等の購入費及びレンタル料（送料を含む） 

⑫民間賃貸物件の敷金・礼金・仲介手数料等の初期費用、下見に係る費用 

⑬親族や友人等の手伝い者の謝礼、交通費、食事代、宿泊費等 

⑭扶養親族の転園・転学等に要する費用、官公庁への諸手続きに要する費用 

⑮旅行者本人等の交通費 

⑯着後に要する経費（新居所の地域に到着後の挨拶代・宿泊代等 

⑰着任後、旧居所に戻るための交通費 

  

 

 

①梱包資材費（家電、家具等を保護したり、物品を運搬するための段ボール等の経費。但し、送料は除く。） 

②基本コース等、最も安価なプランに付属する保険料 

５．レンタカー、自家用車等を利用する場合 

主な対象外経費 

主な対象経費 
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レンタカー料金支給範囲整理表 

◆レンタカー対象外経費 
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◆転居費精算金額確認書について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載例】自家用車利用の場合 
※引越業者以外（宅配便、レンタカー、自家用車等）を利用した場合、「a.引越業者利用に係る支払額・見積額」は入力不要 


